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参考資料
ガイダンスページへアクセスするには
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参考資料 ガイダンスページへのアクセス

https://www.cdp.net/en/guidance

https://www.cdp.net/en/guidance


https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
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参考資料 企業向けガイダンスページ

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies


日本語サポート資料
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ガイダンス資料

情報開示

開示サポート

CDPジャパンウェブサイト（日本語ページ）
https://japan.cdp.net/

https://japan.cdp.net/disclosure
https://japan.cdp.net/disclosure-support


2022年開示サイクルにおけるタイムラインとお知らせ
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ガイダンス資料



参考資料
FAQsページ（英語のみ、日本語版作成中） 参考：２０２１年日本語版
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FAQsページ

https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/004/571/original/20210511FAQ.pdf
https://www.cdp.net/en/companies-discloser/how-to-disclose-as-a-company/faqs-for-companies
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アカウント作成
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メール件名
CDP 2022 | オンライン回答システム（ORS）のご案内
[組織名]様への環境情報開示要請

◥ 4月11日の週 ORS開設

1st 案内メール送付(2021 MU / 主要コンタクト先)        

◥ 4月下旬～5月上旬

2nd 案内メール送付(2021 MU以外のユーザー) 

<新規ユーザー>

• リンク付メールを受け取っている場合 > P.12へ

• リンク付メールを受け取っていない場合 > P.13へ

CDP質問書回答企業のユーザー登録申請 フォームへ入力

https://casemgmt-crm.cdp.net/ja-JP/join-an-organization/


CDPアカウント新規作成 - ORS開設メール本文のリンク

12

パスワードを設定

「登録」をクリック

画像に表示される
英数字を入力

アカウント作成

✔を入れる

www.cdp.net | @CDP
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アカウント作成
CDP質問書回答企業のユーザー登録申請

オプション項目
必須ではございませんが、可
能な範囲でご入力ください

正式な法人名を入力
〇 Example, Inc.
× Example

親会社がある場合、親会
社名を入力

ORS開設メールを受け取っていない方
英語での入力をお願いします

https://casemgmt-crm.cdp.net/ja-JP/join-an-organization/
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アカウント作成

30分経ってもメールが届かない場合

① サインインページ のリンク再送を押下

アカウント作成フォーム入力 メール受信 確認リンクから登録

② メール再送申込ページ

https://www.cdp.net/ja/users/sign_in
https://www.cdp.net/ja/users/invitations/new


確認メール – サインイン
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アカウント作成

• メールアドレス

• パスワード

直接入力すること
(コピー&ペーストしない)
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登録完了後 2回目以降のサインイン

アカウント作成

CDP Japan website https://japan.cdp.net/ ページ右上の「サインイン」をクリック

https://japan.cdp.net/
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回答ダッシュボード
企業ダッシュボード
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回答ダッシュボード
企業ダッシュボード

③

②

①
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回答ダッシュボード
ユーザーアカウント情報の編集・確認

名

姓

メールアドレス

組織名
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回答ダッシュボード
パスワード変更
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回答ダッシュボード
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質問書別回答要請の情報

回答ダッシュボード
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回答開始
STEP1:参加確認
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回答開始
Step 1: 参加確認 - 回答提出ステークホルダー確認

2022年度は全ての回答要請に回答を提出するか、提出しないか、
の選択肢しかありません。
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回答開始
Step 2: メインユーザー登録

※メインユーザーは毎年リセットされます
回答年度毎に手続きが必要です
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回答開始
Step 3: 組織詳細の確認



29 www.cdp.net | @CDP

回答開始
Step 4: 質問書バージョン選択1

投資家要請企業はSTEP5へ(下記画面は非表示)

顧客からのみ回答要請を受けている企業に表示
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回答開始
Step 4: 質問書バージョン選択2

投資家要請企業はSTEP5へ(下記画面は非表示)

顧客からのみ回答要請を受けている企業に表示
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回答開始
Step 5: ACS分類の確認

◥ ACS分類について (FAQ)

◥ ACS分類一覧

顧客要請/バンクプログラムのみに
回答するユーザーのみのオプション

https://www.cdp.net/en/companies-discloser/how-to-disclose-as-a-company/faqs-for-companies#5-request
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/540/original/CDP-ACS-full-list-of-classifications.pdf
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回答開始
Step 5: ACS分類の変更 – 投資家要請

1. 企業名（英語正式名称）

2. 現在のCDP Activity分類

3. 現在の質問書セクター分類

4. 見直し要望箇所

5. 要望についての詳細説明

根拠となる理由を必ずご記入ください。

6. 要望を補足する公的な資料の添付

（例：セクター別の売上金額がわかる資料等）

PDFファイルの添付、もしくはURLをご連絡ください。

CDP Japan (japan@cdp.net) へ

メールでご連絡ください

• 1. から 6. を英語で記入

• 申請いただいた結果、変更が認められない

場合もございます

• 見直し申請は時間がかかります

mailto:japan@cdp.net
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回答開始
Step 6: ORSへのアクセスと参加確認後の質問書ブロック

クリックで開く

チェック印と完了した日付

Enter Questionnaireをク
リックしてORSへアクセス

ORS推奨ブラウザ
Google Chrome

Microsoft Edge
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回答開始
Step 6: ORSへのアクセスと参加確認後の質問書ブロック

クリックして参加の確認回答を
変更します

変更可能な企業には回答書のバージョン
(完全版/簡易版)を変更いただけます
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メインユーザー画面

ユーザー権限

メインユーザー画面にのみ表示
(該当する企業のみ)

※メインユーザーは毎年リセットされます
回答年度毎に手続きが必要です

メインユーザーにの
み表示
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閲覧専用

編集

メインユーザー

ユーザー詳細の閲覧ユーザー権限
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閲覧専用へ権限変更 メインユーザーへ権限変更

ユーザー削除

編集可能へ権限変更

ユーザー追加

ユーザーの追加・削除・権限変更１ユーザー権限

メインユーザー画面
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ユーザーの追加・削除・権限変更2ユーザー権限

メインユーザー画面
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ユーザー権限

FAQs をご参照ください

https://www.cdp.net/en/companies-discloser/how-to-disclose-as-a-company/faqs-for-companies#6-cycle


CDPジャパン事務局
Address: 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル3階

https://japan.cdp.net/（日本語サイト）

Contact email address:
japan@cdp.net 一般的なお問い合わせ
supplychain.japan@cdp.net CDPサプライチェーンプログラムについて
accounts.japan@cdp.net 回答事務費用の原本発行依頼

ユーザーガイド資料（英語）
Using CDP’s Disclosure Platform - Companies

mailto:japan@cdp.net
mailto:supplychain.japan@cdp.net
mailto:accounts.japan@cdp.net
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/573/original/CDP-disclosure-platform-guide.pdf
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/573/original/CDP-disclosure-platform-guide.pdf

